
海老名市立今泉中学校増築校舎整備事業

内容説明事項書

海　老　名　市



　②使用制限

1. 業 務 概 要 　海老名市立今泉中学校増築校舎に係る新改築工事及び改修工事を行うものとする。

4.その他の事項

項　　　目 適　　用 内　容 備　考

　本工事の実施に当たり、建築基準法、消防法、その他各関係法令・規則等
を確実に遵守すること。

3. 官 公 署 手 続 官公署手続きは、全て受注者の責任と負担に於いて行うこと

2. 法 令 の 遵 守

(1)事業区分

□ 補助事業

■ 市単事業
　①事業区分

安全対策を施し、生徒その他関係者
の安全確保を図ること

(2)工程関係

　①工期内施設利用 ■ 有 □ 無

　③施工時期の制限 □ 有 ■ 無

　②関連工事、
　　その他工事

■ 有 □ 無

日曜、祝日は原則休工とする

今泉中学校長寿命化改修
工事

　④施工時間の制限 □ 有 ■ 無
施設運営に支障のないよう留意する
こと

(3)仮設関係

　②交通誘導員 ■ 有 □ 無

　①仮設計画 □ 有 ■ 無
受注者において、仮設計画図を作成
し、事前に施設管理者及び市担当者
等の承諾を受けること

　④濁水・湧水処理にお
　　ける特別な対策等

□ 有 ■ 無

　③工事用電力、
　　水の利用

□ 有 ■ 無 受注者対応

(4)支給品

　①支給品について □ 有 ■ 無

(5)建設副産物関係

　①建設発生土 ■ 有 □ 無

　②建設副産物
　　建設廃棄物

■ 有 □ 無

原則、指定処分場とする 愛川町田代処分場（予定）

(6)各種調査、使用制限

　③その他
　 （特別産業廃棄物等）

□ 有 ■ 無

　関係法令、規則等を遵守す
　るのは当然のこと右記事項
　にも配慮すること

揮発性有機化合物等

本工事に使用する材料は、揮発性有
機化合物等の放散しないもの又は放
散量の少ないものを使用すること
(Ｆ☆☆☆☆使用)

　①各種調査

■ 有 無□

■ □有 無 特記仕様書による



「18 工事関係様式」内、工事提出書類チェックリストによる

(7)現場対応

項　　　目 適　　用 内　容 備　考

事前調査を十分に行い、不明確な部分は工事打合簿により施工前に市監督員
と協議し、確認をとること

■ 海老名市ホームページ「海老名市公共工事共通事項書」適用図書による

工事範囲内の備品類の移動及び養生、清掃については、受注者の責任におい
て実施し、工事後は原形に復すること

□

　②工事完成図書

　③海老名環境マネジメ
　　ントシステム

□

■ 海老名市ホームページ－検査担当からのお知らせ

■ 海老名市ホームページ－営繕課担当事務

「海老名市営繕工事　工事提出書類作成等の手引き」による

　④法定外の労災保険の
　　加入

本工事において、受注者は法定外労働災害補償制度（法定外の労災保険）に
加入すること。また、受注者は保険契約を締結したときは、発注者にその証
券等を提示すること

市では、海老名環境マネジメントシステムの運用に伴い、｢公共工事環境配慮
マニュアル｣が適用となった。よって本工事では、その環境配慮マニュアルに
基づき別紙の項目で対象となる作業について環境配慮に努めること

(8)その他

　①現場照査等

　②公衆災害

　③原形復旧

　①適用基準等
□

本工事における振動・騒音・粉塵・悪臭等については、特に注意し、付近住
民とのトラブルについては、受注者の責任において解決すること










